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◆「「「「ブラック企業」は重要なキーワードブラック企業」は重要なキーワードブラック企業」は重要なキーワードブラック企業」は重要なキーワード    

 2013年の流行語大賞にも選出された、「ブ

ラック企業」という言葉。明確な定義があ

るものではありませんが、ブラック企業対

策プロジェクトでは一応、「異常な長時間労

働やパワーハラスメントなど劣悪な労働条

件で従業員を酷使するため、離職率も高く、

過労にともなう問題等も起きやすい企業の

こと」との定義付けを行っています。 

 一時は毎日のようにメディア等で目にし

たキーワードですが、最近はそうしたこと

も少なくなくなり、一時期の流行は去った

感を持っている方も少なくありません。 

 しかし、日本労働組合総連合会（連合）

が行った調査で、４人に１人が「勤務先は

ブラック企業である」と感じており、特に

20代ではこの割合が３人に１人となること

がわかりました。 

 「ブラック企業」は、まだまだ関心が高

いキーワードであることがうかがえます。 

 
◆「ブラック認定」されるポイントは？「ブラック認定」されるポイントは？「ブラック認定」されるポイントは？「ブラック認定」されるポイントは？ 

 同調査は、それぞれの労働者が「自分の

勤務先がブラック企業であると考えている

かどうか」を問うものであり、客観的な指

標をもとにブラック認定を行うものではあ

りませんが、ハラスメントの考え方と同様、

労働者個々が「勤務先がブラック企業であ

る」と考えているというのは、「ブラック企

業のような働かせ方をされている」と感じ

ているということであり、働かせ方等を考

えるうえで大きなポイントとなります。 

 この点、同調査によると、勤務先がブラ

ック企業だと思う理由の上位は「長時間労

働が当たり前」、「仕事に見合わない低賃金」、

「有給休暇が取得できない」、「サービス残

業が当たり前になっている」…等となって

います。 

 労務トラブルの発生を防ぐという観点か

らは、これらの要因をいかになくしていく

かが検討されるべきです。 
 
◆◆◆◆転職先探しで転職先探しで転職先探しで転職先探しでもももも重視重視重視重視されるされるされるされる    

 また、転職意向がある人に転職先を探す

場合に重視するポイントを尋ねたところ、

３人に１人は「ブラック企業などの悪いう

わさ（がないか）」を重視すると回答してい

ます。 

 人材不足時代にあって、採用活動が成功

するかどうかは「ブラック企業と認識され

ていないこと」が重要なポイントとなって

くるとも言えそうです。 

 まだまだ労務管理上、「ブラック企業」と

いうキーワードには注視が必要です。 
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◆医療費が高額になったら…医療費が高額になったら…医療費が高額になったら…医療費が高額になったら…    

 怪我や病気がひどく、医療費が高額にな

ってしまった場合、申請により一定の金額

（自己負担限度額）を超えた分が後から払

い戻される健康保険の制度が、「高額療養費

制度」です。 

 また、事前に医療費が高額になることが

わかる場合には、「限度額適用認定証」「限度額適用認定証」「限度額適用認定証」「限度額適用認定証」とい

うものを提示して、支払時に減免された額

だけ支払えば済む方法もあります。 

 
◆制度のポイ◆制度のポイ◆制度のポイ◆制度のポイントントントント 

 払い戻しは、病院等から提出される診療

報酬明細書（レセプト）の審査を経て行わ

れますので、診療月から 3カ月以上はかか

るのが通常です。また、申請時には病院等

の領収書が必要になります。申請書の提出

先は、全国健康保険協会または加入してい

る健康保険組合です。 

 なお、他の家族（被扶養者）が同じ月に

病気やけがをして医療機関にかかった場合

や、1人が複数の医療機関で受診した場合な

どは、自己負担額を世帯で合算することが

できますので、確認するとよいでしょう。 

 さらに、高額療養費を受けた月が、直近

12カ月間に 3回以上あったときは、4回目

からは自己負担限度額が低減されます（多

数回該当の制度）ので、その点も確認して

おきましょう。 
 
◆自己負担限度額の見直し◆自己負担限度額の見直し◆自己負担限度額の見直し◆自己負担限度額の見直し    

 これまで70歳未満の被保険者等に係る自

己負担限度額については、所得区分が 3段

階に分かれていましたが、今般この区分が 5

段階に細分化されます（平成 27年 1月診療

分より）。重要なことは標準報酬重要なことは標準報酬重要なことは標準報酬重要なことは標準報酬 26262626万円以万円以万円以万円以

下下下下ののののところで、これまでところで、これまでところで、これまでところで、これまで 8888万円を超えてい万円を超えてい万円を超えてい万円を超えてい

た上限た上限た上限た上限額額額額がががが 5555万万万万 7600760076007600円円円円にににになっなっなっなったたたたことです。ことです。ことです。ことです。 

 自己負担限度額は、年齢（70歳未満の人、

70歳以上 75歳未満の人）と所得により区

分されています（70歳以上 75歳未満の人

については、今回は変更ありません）。 

 
 

 

平成２６年１２月迄の平成２６年１２月迄の平成２６年１２月迄の平成２６年１２月迄の所得区分所得区分所得区分所得区分    自己負担限度額 多数該当 

 ①①①①区分Ａ区分Ａ区分Ａ区分Ａ    
（標準報酬月額 53万円以上の方） 

150,000円＋(総医療費－500,000円)×1％ 83,400円 

 ②②②②区分Ｂ区分Ｂ区分Ｂ区分Ｂ    
（区分Ａおよび区分Ｃ以外の方） 

80,100円＋(総医療費－267,000円)×1％ 44,400円 

 ③③③③区分Ｃ区分Ｃ区分Ｃ区分Ｃ（低所得者） 
（被保険者が市区町村民税の非課税者等） 

35,400円 24,600円 

平成２７年１月からの所得区分平成２７年１月からの所得区分平成２７年１月からの所得区分平成２７年１月からの所得区分    自己負担限度額 多数該当 

①①①①区分ア区分ア区分ア区分ア    
（標準報酬月額 83万円以上の方） 

252,600円＋(総医療費－842,000円)×1％ 140,100円 

②②②②区分イ区分イ区分イ区分イ    
（標準報酬月額 53万～79万円の方） 

167,400円＋(総医療費－558,000円)×1％ 93,000円 

③③③③区分ウ区分ウ区分ウ区分ウ    
（標準報酬月額 28万～50万円の方） 

80,100円＋(総医療費－267,000円)×1％ 44,400円 

④④④④区分エ区分エ区分エ区分エ    
（（（（収入約収入約収入約収入約 370370370370万円万円万円万円・・・・国保所得国保所得国保所得国保所得 210210210210万以下で⑤除く）万以下で⑤除く）万以下で⑤除く）万以下で⑤除く）
（標準報酬月額 26万円以下の方） 

57,600円 44,400円 

⑤⑤⑤⑤区分オ区分オ区分オ区分オ（低所得者） 
（被保険者が市区町村民税の非課税者等） 

35,400円 24,600円 
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◆◆◆◆労働時間と休日の大原則労働時間と休日の大原則労働時間と休日の大原則労働時間と休日の大原則    

 労働基準法第 32条は、「使用者は、原則とし

て 1日 8時間、1週間 40時間を超えて労働させ

てはならない」ことを定めています。また、第

35条では、使用者は、「労働者に対して、毎週

少くとも一回又は 4週 4日以上の休日を与えな

ければならない」ことを定めています。 

 但し、第 36条で、労働者の過半数を代表する

代表者又は労働組合と労使協定（36協定）を締

結し、労働基準監督署に届出た場合は、法定の

労働時間超え、又は休日に労働させることがで

きます。 

 法定の労働時間超えて勤務させるときや休日

に勤務させる場合は、三六協定が締結され、届

出がなされていることが前提になっています。 

 
◆◆◆◆三六協定の不備の典型三六協定の不備の典型三六協定の不備の典型三六協定の不備の典型    

 東京労働局が 2013年度、脳・心臓疾患や精

神疾患を発生させたとして労災請求が行われた

事業所を立ち入り調査したところ、7割の事業

所で次のような違法な時間外労働を行わせてい

たと発表しています。 

① 三六協定を作成していない・労基署に届け

出ていない 

② 三六協定の従業員代表の選出過程がずさ

ん 

③ 時間外労働が三六協定で定めた限度時間

を超えている 

 三六協定の不備は刑事告発される案件である

ことを認識しておく必要があります。 
 
 

◆◆◆◆労基署による刑事立件労基署による刑事立件労基署による刑事立件労基署による刑事立件    

 近時、三六協定の限度時間を超えて労働させ

たとして法人の代表者が下表のように刑事立件

されるケースが相次いでいます。労基署が厳し

い対応をしているようになっています。 

 また、未払い残業を問題とし、一人でも加入

できる地域ユニオン等が刑事告訴や告発してく

ることが多く、有罪となると許認可事業を営ん許認可事業を営ん許認可事業を営ん許認可事業を営ん

でいるときは、社長に前科が付くでいるときは、社長に前科が付くでいるときは、社長に前科が付くでいるときは、社長に前科が付くことになり、ことになり、ことになり、ことになり、

事業継続さえ困難になります。事業継続さえ困難になります。事業継続さえ困難になります。事業継続さえ困難になります。    

 
◆◆◆◆三六協定不備を是正するチェックポイント三六協定不備を是正するチェックポイント三六協定不備を是正するチェックポイント三六協定不備を是正するチェックポイント    

１１１１    従業員代表の選出手続き従業員代表の選出手続き従業員代表の選出手続き従業員代表の選出手続き    

 □□□□管理監督者が従業員代表になっていない。 

 □□□□従業員代表の選出が民主的な方法で行われ

ている。（朝礼での挙手、回覧による同意取

り付け、社内一斉メールでの異議申し出の

方法でも構わない） 

２２２２    三六協定の記載内容三六協定の記載内容三六協定の記載内容三六協定の記載内容    

 □□□□有効期間を記載し、期間が経過する都度、

新たに締結している。 

 □□□□延長時間が限度時間（1か月 45時間等）内

であり、これを超える場合には、特別条項

付協定としている。 

３３３３    三六協定の届出三六協定の届出三六協定の届出三六協定の届出    

 □□□□事業場ごとに三六協定を届出ている 

４４４４    限度時間を超えない労働時間管理限度時間を超えない労働時間管理限度時間を超えない労働時間管理限度時間を超えない労働時間管理    

 □□□□労働時間が限度時間を超えていない 

 □□□□黙示の命令による時間外労働時間がないよ

う管理している。 

 

2014201420142014年、労基法年、労基法年、労基法年、労基法 32323232条（法定労働時間）違反を理由に刑事立件された例条（法定労働時間）違反を理由に刑事立件された例条（法定労働時間）違反を理由に刑事立件された例条（法定労働時間）違反を理由に刑事立件された例    

管轄 
三六協定の
限度時間 

労基署が認定した実
際の時間外労働時間 

捜査・立件のきっかけ 
労基法32条違反で
送検された者 

①大阪・西野田 
労基署 

特別条項付 
月 60時間 

月 101時間 
調理人が勤務中に脳疾
患で死亡 

ホテル（法人）と
ホテルの総支配人 

②兵庫・西宮 
労基署 

月 40時間 
日 4時間 

月 62時間～77時間 
ゴルフクラブのスタッ
フが勤務中急性心停止
で死亡 

ゴルフ経営会社と
総支配人及び支配
人 

③富山・高岡 
労基署 

特別条項付 
月 100時間 
日 4時間 

月 130時間 
日 9時間 30分 

労基署の定期点検の際
にタイムカードから発
覚。過去にも是正指導を
受けていたが改善なし。 

会社と代表取締役
社長及び部長 
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●国税・年金保険料等の納付●国税・年金保険料等の納付●国税・年金保険料等の納付●国税・年金保険料等の納付    ネットで可能にネットで可能にネットで可能にネットで可能に    
 政府は、2017年から自営業者や農家などを
対象に、クレジットカードを使ってネット上で
国税や年金保険料を納付できるようにする方
針を明らかにした。2016年にスタートする「マ
イナンバー制度」とも連携させ、自身のマイナ
ンバー関連情報を閲覧できるサイト「マイ・ポ
ータル」に決済機能をつける。（12月 26日） 
   
●求人票記載の労働条件「実態と相違」約４割●求人票記載の労働条件「実態と相違」約４割●求人票記載の労働条件「実態と相違」約４割●求人票記載の労働条件「実態と相違」約４割    
 厚生労働省が、全国のハローワークに寄せら
れた求人票に関する苦情 9,380件を調べたとこ
ろ、約４割（3,815件）で、求人票の記載内容
と実際の労働条件が異なっていたことがわか
った。賃金や休日等が実態より好条件であるか
のように書かれているケース、「正社員募集」
と書かれていたのに契約社員として雇われた
ケース等があった。同省は、求人票のチェック
を強化していく方針。（12月 25日） 
   
●低所得後期高齢者の医療保険料軽減の延期●低所得後期高齢者の医療保険料軽減の延期●低所得後期高齢者の医療保険料軽減の延期●低所得後期高齢者の医療保険料軽減の延期    
 政府は、所得が少ない後期高齢者（75歳以上）
の医療保険料を特例で軽減していた措置を、
2017年４月に廃止する方向で調整に入ったこ
とがわかった。本来の軽減幅は最大７割だが、
現在は最大９割まで広げる特例措置がとられ
ている。2016年４月から特例措置を廃止する
予定だったが、参議院選挙（2016年夏）への
影響等を考慮して１年先送りする。（12月 22
日） 
 
●消費増税延期で●消費増税延期で●消費増税延期で●消費増税延期で 15151515年度年度年度年度の子育て給付金中止の子育て給付金中止の子育て給付金中止の子育て給付金中止        
 政府は、消費税率 10％への引上げの延期に伴
い財源の目途が立たなくなったことにより、
2014年度に子育て世帯を対象に児童１人当た
り１万円を支給した「子育て世帯臨時特例給付
金」（子育て給付金）を、2015年度は中止する
方針を固めた。低所得者向けの「臨時福祉給付
金」（簡素な給付措置）は引き続き 15年 10月
からの１年分として、１人 6,000円を支給する
方針。（12月 19日） 
 
●労働組合組織率が過去最低の●労働組合組織率が過去最低の●労働組合組織率が過去最低の●労働組合組織率が過去最低の 17.517.517.517.5％に）％に）％に）％に）    
 厚生労働省が 2014年の労働組合基礎調査の
結果を発表し、組織率（雇用労働者に占める組
合員の割合）が今年6月末時点で17.5％となり、
過去最低を更新したことがわかった。女性の組
合員数が 305万 4,000人で前年より 0.7％増加
し、パートの組合員数は 97万人で同じく前年
比 6.2％増となった。（12月 17日 
 
 
 

●個人情報指針改正で業務委託先の監督強化●個人情報指針改正で業務委託先の監督強化●個人情報指針改正で業務委託先の監督強化●個人情報指針改正で業務委託先の監督強化    
 経済産業省は、個人情報保護ガイドラインを
改正したと発表した。ベネッセホールディング
ス傘下のベネッセコーポレーションで大量の
顧客情報が漏洩した問題を受けた措置で、個人
情報を委託する外部業者への監督強化や、社内
の安全管理体制の強化などを盛り込んだ。（12
月 12日） 
 
●続く「企業の人手不足感」厚労省調査結果●続く「企業の人手不足感」厚労省調査結果●続く「企業の人手不足感」厚労省調査結果●続く「企業の人手不足感」厚労省調査結果    
 厚生労働省が「労働経済動向調査」（平成 26
年第４四半期）の結果を発表し、企業の雇用過
不足感について、正社員では 14期連続、パー
トでは 21期連続して不足超過となっているこ
とがわかった。正社員では「運輸業、郵便業」
「建設業」、パートでは「宿泊業、飲食サービ
ス業」「医療、福祉」における人手不足感が、
特に逼迫した状況となっている。（12月 12日） 
 
●●●●ブラック企業に勤務「誰にも相談せず」ブラック企業に勤務「誰にも相談せず」ブラック企業に勤務「誰にも相談せず」ブラック企業に勤務「誰にも相談せず」46464646％％％％        
 自分の勤務先がブラック企業だと感じなが
らも 46%の人は誰にも相談していないことが、
連合の調査で明らかとなった。勤務先がブラッ
ク企業と思うかとの問いに「思う」「どちらか
といえばそう思う」と回答したのは 20 代が
32.7%で最多、30代が 30.5%で続いた。理由は
「長時間労働が当たり前」（52.5%）、「仕事に見
合わない低賃金」（46.3%）が上位に挙がった。
（11月 30日） 
 
●新入社員の自殺原因をパワハラと認定●新入社員の自殺原因をパワハラと認定●新入社員の自殺原因をパワハラと認定●新入社員の自殺原因をパワハラと認定    
 消火器販売会社に入社後に男性（当時19歳）
が自殺したのは上司のパワハラが原因である
として、男性の父親が会社と当時の上司に損害
賠償（約１億 1,000万円）を求めていた訴訟の
判決で、福井地裁は、会社と元上司に約 7,200
万円の支払いを命じた。未成年者に対するパワ
ハラで自殺との因果関係が認定されたのは初
めて。裁判官は「上司の発言は仕事のミスに対
する指導の域を超えており、典型的なパワハラ
である」とした。（11月 29日） 
 
 


